
み
な
さ
ん
が
参
加
す
る�

　
　
　
　
　
　
　
制
度�

　
裁
判
員
制
度
は
、
み
な
さ
ん
が

裁
判
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
制
度

で
す
。
選
ば
れ
た
６
人
の
裁
判
員

が
３
人
の
裁
判
官
と
一
緒
に
被
告

人
が
有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場

合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
決

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
国
民
の
視
点
、
感
覚
が
裁
判
に

反
映
す
る
た
め
、
裁
判
全
体
に
対

す
る
国
民
の
理
解
が
深
ま
り
、
裁

判
が
よ
り
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
司

法
へ
の
信
頼
が
高
ま
っ
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
こ
の
制
度

の
対
象
と
な
る
主
な
事
件
は
、
殺

人
、
強
盗
致
死
傷
、
傷
害
致
死
、

危
険
運
転
致
死
な
ど
で
す
。�

�����

　
裁
判
員
の
選
ば
れ
方
は
、
市
町

村
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
選

ん
で
作
成
し
た
名
簿
に
よ
り
、
裁

判
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。

事
件
ご
と
に
候
補
者
名
簿
か
ら
候

補
者
が
選
ば
れ
、
そ
の
中
か
ら
裁

判
員
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
実
際
に
裁
判
員
、
ま
た
は

補
充
裁
判
員
と
し
て
裁
判
員
裁
判

に
参
加
す
る
確
率
は
、
だ
い
た
い

３，

５
０
０
人
に
１
人
程
度
と
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る

刑
事
裁
判
の
件
数
に
よ
り
確
率
は

変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
次
の
よ
う
な
方
は
裁
判
員
に
な

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。�

　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

人
、
　
心
身
の
故
障
の
た
め
裁
判

員
の
職
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障

の
あ
る
人
、
　
国
会
議
員
、
国
務

大
臣
、
国
の
行
政
機
関
の
幹
部
職

員
、
　
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町

村
長
、
　
審
理
す
る
事
件
の
被
告

人
ま
た
は
被
害
者
本
人
、
そ
の
親

族
、
同
居
人
な
ど
、
　
そ
の
他
、

裁
判
所
が
不
公
平
な
裁
判
を
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
人
。
な

ど
で
す
。
こ
れ
は
一
例
を
示
し
た

だ
け
で
す
の
で
、
こ
の
他
に
も
裁

判
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
要

件
は
あ
り
ま
す
。�

　
ま
た
、
裁
判
員
は
原
則
的
に
辞

退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
高
齢
や
重
い
疾
病
や
障
が

い
に
よ
り
裁
判
員
の
職
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
な
ど
、
法

律
に
辞
退
事
由
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
裁
判
所
が
認
め
た
場
合
は
辞

退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

����

　
実
際
に
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
と
、

日
当
や
交
通
費
な
ど
が
支
払
わ
れ

ま
す
。
裁
判
に
要
す
る
日
数
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
内
容
に
よ
り
異

な
る
の
で
一
概
に
は
い
え
ま
せ
ん

が
、
裁
判
員
裁
判
で
は
、
迅
速
な

裁
判
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
対
策
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
約

７
割
の
事
件
が
３
日
間
以
内
で
終

わ
る
と
見
込
ま
れ
て
お
り
、
実
際

に
裁
判
が
行
わ
れ
る
時
間
は
通
常
、

１
日
に
５
〜
６
時
間
程
度
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。�

　
裁
判
員
は
、
日
常
生
活
で
裁
判

員
で
あ
る
こ
と
を
家
族
や
親
し
い

人
に
話
す
こ
と
は
問
題
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
公
表
す
る
こ
と
は
法
律
上

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
法

廷
で
見
聞
き
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、

話
し
て
も
大
丈
夫
で
す
。�

　
裁
判
員
の
名
前
や
住
所
な
ど
の

情
報
は
、
公
開
さ
れ
ま
せ
ん
し
、

事
件
に
関
し
て
裁
判
員
に
接
触
す

る
と
、
２
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
20

万
円
以
下
の
罰
金
に
よ
る
刑
罰
が
科

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
裁

判
員
は
法
律
で
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
裁
判
員
制
度
が
平
成
21
年
５
月
21
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
裁
判
員
制
度
で
は
、

一
つ
の
事
件
で
、
裁
判
官
３
人
に
対
し
、
裁
判
員
は
６
人
が
選
ば
れ
ま
す
。
み
な
さ
ん

が
裁
判
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
の
制
度
。
今
月
号
で
は
、
こ
の
制
度
が
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。�

　鏡石町のみなさんは郡山の裁判所に行くことになります。
裁判員は、裁判官と一緒に法廷での刑事事件の審理（公判）
に出席します。公判では証人や被告人に対する質問が行
われます。裁判員も証人や被告人などに質問することが
できます。証人尋問や証拠調べ手続、検察官や弁護人の
主張を聴く弁論手続に立ち会います。その上で、評議に
おいて裁判官と対等の立場で議論をし、お互いに自分の
意見を述べるとともに、お互いの意見をよく聞いて、被
告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にする
かを決定します。�

裁判員の仕事や役割�

原
則
的
に�

辞
退
は
で
き
ま
せ
ん�

裁
判
員
は
法
律
で�

　
　
保
護
さ
れ
ま
す�

1.裁判員候補者名簿の作成�
選挙権のある人の中から、裁判員候補者となる人を
毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を
作ります。この名簿に載った方には、その旨を通知
します。�
�
�
�
2.事件ごとにくじで裁判員候補者が選ばれます�
　（裁判の6～8週間前）�
実際に裁判員裁判を行うことになった際に、裁判員
裁判の対象となる事件ごとに、裁判員候補者名簿の
中から、さらにくじでその事件の裁判員候補者を選び、
呼出状を送ります。呼出状には裁判員を務めていた
だく期間を記載する予定です。通常は、同時に質問
票をお送りして、辞退事由等の有無を確認します。�
�
�
�
3.裁判所で、候補者から裁判員を選ぶための手続を
行います　（通常は、裁判当日午前中）�

裁判長から事件との利害関係の有無、不公平な裁判
をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などに
ついて質問されます。�
�
�
�
4.裁判員となる人を決定します�
裁判所は辞退を認めるか、不適格事由に該当しない
かなどを考慮しつつ、最終的にはくじも交えて裁判
員６人を決定します。必要な場合は補充裁判員も選
びます。�
�
�
�
5.裁判員裁判が始まります�
　（通常は、裁判当日午後）�

裁判員の選ばれ方�
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